
令和４年度介護保険サービス事業者等に対する集団指導 

西宮市からの伝達事項【資料８－１】 
 

伝達事項（高齢介護課） 

 

Ⅰ ケアプランへの災害避難情報の記載について（依頼） 

近年、地震や台風、土砂災害など、市内においても災害が発生しています。災害時に支援

を必要とする方については、日ごろから家族やサービス事業所等と災害に備えた話をする

ことが大切です。 
防災に関する意識を高めるため、令和 5 年 4 月より、ケアプランに災害避難情報（緊急

連絡先や避難所情報）を記載するなどのご協力をいただきますようお願い申し上げます。 
 

詳細については、別添「ケアプランへの災害避難情報の記載について（依頼）」及び市ホ

ームページ（ページ番号：80995003）をご参照ください。 
 

Ⅱ 家事援助限定型訪問サービスについて 

 家事援助限定型訪問サービスについて、以下のとおり、実施の目的等の再周知を行います

ので、ご確認の上、適正な運営にご協力をお願いいたします。 

詳細については、「介護予防・日常生活支援総合事業の手引き（共通版）」及び「家事援助

限定型訪問サービスの手引き」をご参照ください【市ホームページ（ページ番号：18014213）

に掲載しております】。 
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Ⅲ 福祉用具貸与に係る留意事項について 

 福祉用具貸与の取り扱いについて、問い合わせが多い項目を中心に、当市の見解を周知し

ますので、ご確認の上、適正なサービス提供に努めていただきますようお願いします。 

 

（1）福祉用具貸与例外給付申請の提出時期について 

原則として、利用開始前に申請してください。 
ただし、認定結果が出る前に利用していた場合、主治医の所見を得るのに時間がかかった

場合などは、申請月の前月 1 日までさかのぼって確認を出すことは可能です。 
やむを得ない事情で提出がそれ以上遅れる場合は必ず連絡をしてください。連絡がなか

った場合は、さかのぼって確認を出すことができませんので、ご注意ください。 
 
※要介護認定の新規（区分変更）申請中の場合は、認定の結果が出てから申請してください

（提出期限は認定日の属する月の翌月末までです）。ただし、医師への意見の聴取、貸与の

必要性の検討等、例外給付の対象になるかの判断は、必ず貸与開始前に行ってください。 
 

※詳細は市ホームページ（ページ番号：15560082）をご参照ください。 

 

（2）特殊寝台附属品のみの貸与について 

 既に特殊寝台を使用している場合には、特殊寝台付属品のみの貸与について保険給付を

受けることは可能です。 

 ただし、特殊寝台ではなく、通常のベッドを使用している方に対して附属品のみの貸与を

行う場合、保険給付の対象とはなりませんのでご注意ください。 

 

【参考】QA（H12.11.12／介護保険最新情報 vol.93） 

Q．介護保険の給付を受けずに車いす、特殊寝台を使用している者が、車いす付属品、特殊

寝台付属品のみの貸与を受けた場合でも、介護保険の給付対象となるか。 

 

A．既に車いす、特殊寝台を使用している場合には、これらについて介護保険の給付を受け

ているか否かにかかわらず、車いす付属品、特殊寝台付属品のみの貸与について保険給

付を受けることは可能である。 

 

以 上 

 

【問合せ先】 

西宮市 高齢介護課 

給付・適正化チーム 

℡0798-35-3048 

 


